
国
労
は
中
央
委

員
会
で
、
物
価
上

昇
な
ど
を
考
慮
し
、

生
活
改
善
に
必
要

な
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
出
し
て
、

基
準
内
賃
金
の
４
％
の
１
２
０

０
０
円
を
統
一
要
求
額
と
し
た
。

統
一
重
要
要
求
８
項
目
を
加

え
３
月
14
日
を
回
答
指
定
日
と

し
た
。

２
月
20
日
、
マ
ス
コ
ミ
は
Ｊ

Ｒ
東
労
組
が
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど

の
争
議
行
為
を
実
施
す
る
可
能

性
が
あ
る
と
発
表
し
た
。

東
労
組
を
巡
る
動
き
は
、
３

月
２
日
以
降
、
民
営
化
後
初
と

な
る
ス
ト
ラ
イ
キ
を
決
行
す
る

こ
と
を
厚
労
省
、
会
社
側
に
通

知
し
て
い
た
。

そ
の
報
道
は
東
京
都
内
を
中

心
に
ス
ト
を
実
施
す
る
が
列
車

の
運
行
に
支
障
は
な
い
と
し
て

い
る
。
一
部
、
形
式
だ
け
の
ス

ト
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

東
労
組
の
主
張
は
格
差
ベ
ア

を
無
く
し
全
組
合
員
一
定
額
の

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
求
め
る
も
の

で
あ
る
。

会
社
か
ら
争
議
行
為
中
止
の

申
し
入
れ
を
各
職
場
に
掲
出
し

た
。こ

れ
を
受
け
て
職
場
内
で
は

混
迷
を
し
て
い
る
。

第９号 こくろう みと 平成３０年３月１日

職
場
が
混
乱
状
態
に
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仲
間
の
信
頼

力
に
変
え
て

さ
あ
踏
み
だ
そ
う

組
織
の
拡
大
へ

国
労
の
18
春
闘
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

中
央
委
員
会
で
決
定
し
た
方
針
を
も
と
に
最
重
要

課
題
で
あ
る
組
織
強
化
拡
大
と
と
も
に
取
り
組
む
。

他
方
、
今
年
の
春
闘
交
渉
に
東
労
組
の
動
き
が
混

迷
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

３６協定 その２

労働代表者について

①管理監督者でないこと。

②過半数で組織されている労働組合があればその労働組合の代表。労働組合が無いなどで

当該事業場の労働者の半数を代表する者。

過半数代表者とは正社員だけでなくパート社員、嘱託社員、契約社員、休職中の社員。

監督、管理の地位にある者について代表者には専任できないが労働者の過半数の判断に含ま

れる。

過去の事例

パート労働者を除いた選挙が行われ代表者を決めた。

会社の親睦会の代表者を過半数代表者に会社が指名した。


